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北九州市公告第８２７号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第２１条第

２項において準用する法第１９条第１項の規定により北九州広域都市計画を変

更するので、法第２１条第２項において準用する法第１７条第１項の規定によ

り次のとおり公告し、当該都市計画の変更案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の変更案について意見のある住民及び利害関係人は、縦

覧期間満了の日までに北九州市長に意見書を提出することができる。 

  令和７年１２月５日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 都市計画の種類 

  区域区分 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 

区 区域 

門司区 新門司北三丁目の一部 

小倉南区 舞ケ丘五丁目及び六丁目の一部 
若松区 響町三丁目の一部 

３ 都市計画の変更案の縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市都市戦略局計画部都市計画課 

４ 縦覧期間 

 この公告の日から令和７年１２月１９日まで（日曜日及び土曜日を除く。

）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

５ 意見書の提出要領 

  当該都市計画の変更案について意見書を提出しようとする者は、意見をで

きるだけ具体的に記載した文書を、令和７年１２月１９日までに上記縦覧場

所に到着するように提出すること。 
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北九州市公告第８２８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第２１条第

２項において準用する法第１９条第１項の規定により北九州広域都市計画を変

更するので、法第２１条第２項において準用する法第１７条第１項の規定によ

り次のとおり公告し、当該都市計画の変更案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の変更案について意見のある住民及び利害関係人は、縦

覧期間満了の日までに北九州市長に意見書を提出することができる。 

  令和７年１２月５日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 都市計画の種類 

  用途地域 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 

区 区域 

門司区 新門司北三丁目の一部 

小倉南区 舞ケ丘五丁目及び六丁目の一部 
若松区 響町三丁目の一部 

３ 都市計画の変更案の縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市都市戦略局計画部都市計画課 

４ 縦覧期間 

 この公告の日から令和７年１２月１９日まで（日曜日及び土曜日を除く。

）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

５ 意見書の提出要領 

  当該都市計画の変更案について意見書を提出しようとする者は、意見をで

きるだけ具体的に記載した文書を、令和７年１２月１９日までに上記縦覧場

所に到着するように提出すること。 
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北九州市公告第８２９号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第２１条第

２項において準用する法第１９条第１項の規定により北九州広域都市計画を変

更するので、法第２１条第２項において準用する法第１７条第１項の規定によ

り次のとおり公告し、当該都市計画の変更案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の変更案について意見のある住民及び利害関係人は、縦

覧期間満了の日までに北九州市長に意見書を提出することができる。 

  令和７年１２月５日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 都市計画の種類 

  臨港地区 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 

区 区域 

門司区 新門司北三丁目の一部 

小倉北区 浅野二丁目及び末広一丁目の一部 
若松区 響町三丁目の一部 

３ 都市計画の変更案の縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市都市戦略局計画部都市計画課 

４ 縦覧期間 

 この公告の日から令和７年１２月１９日まで（日曜日及び土曜日を除く。

）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

５ 意見書の提出要領 

  当該都市計画の変更案について意見書を提出しようとする者は、意見をで

きるだけ具体的に記載した文書を、令和７年１２月１９日までに上記縦覧場

所に到着するように提出すること。 
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北九州市公告第８３０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第２１条第

２項において準用する法第１９条第１項の規定により北九州広域都市計画を変

更するので、法第２１条第２項において準用する法第１７条第１項の規定によ

り次のとおり公告し、当該都市計画の変更案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の変更案について意見のある住民及び利害関係人は、縦

覧期間満了の日までに北九州市長に意見書を提出することができる。 

  令和７年１２月５日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 都市計画の種類 

  地区計画 

２ 都市計画の名称及び区域 

名称 区域 

舞ケ丘地区地区計画 北九州市小倉南区舞ケ丘一丁目、舞ケ丘

二丁目、舞ケ丘三丁目、舞ケ丘四丁目、

舞ケ丘五丁目、舞ケ丘六丁目及び大字横

代地内 

３ 都市計画の変更案の縦覧場所 

北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市都市戦略局計画部都市計画課 

４ 縦覧期間 

  この公告の日から令和７年１２月１９日まで（日曜日及び土曜日を除く。

）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

５ 意見書の提出要領 

  当該都市計画の変更案について意見書を提出しようとする者は、意見をで

きるだけ具体的に記載した文書を、令和７年１２月１９日までに上記縦覧場

所に到着するように提出すること。 

条 例  
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北九州市公告第８３１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第２１条第

２項において準用する法第１９条第１項の規定により北九州広域都市計画を変

更するので、法第２１条第２項において準用する法第１７条第１項の規定によ

り次のとおり公告し、当該都市計画の変更案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の変更案について意見のある住民及び利害関係人は、縦

覧期間満了の日までに北九州市長に意見書を提出することができる。 

  令和７年１２月５日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 都市計画の種類 

  地区計画 

２ 都市計画の名称及び区域 

名称 区域 

曽根地区地区計画 北九州市小倉南区下曽根二丁目、曽根北

町、大字曽根及び沼南町三丁目地内 

３ 都市計画の変更案の縦覧場所 

北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市都市戦略局計画部都市計画課 

４ 縦覧期間 

  この公告の日から令和７年１２月１９日まで（日曜日及び土曜日を除く。

）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

５ 意見書の提出要領 

  当該都市計画の変更案について意見書を提出しようとする者は、意見をで

きるだけ具体的に記載した文書を、令和７年１２月１９日までに上記縦覧場

所に到着するように提出すること。 

 

条 例  
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北九州市公告第８３２号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第２１条第

２項において準用する法第１９条第１項の規定により北九州広域都市計画を変

更するので、法第２１条第２項において準用する法第１７条第１項の規定によ

り次のとおり公告し、当該都市計画の変更案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の変更案について意見のある住民及び利害関係人は、縦

覧期間満了の日までに北九州市長に意見書を提出することができる。 

  令和７年１２月５日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 都市計画の種類 

  地区計画 

２ 都市計画の名称及び区域 

名称 区域 

小森地区地区計画 北九州市小倉南区大字小森及び大字呼野

地内 

３ 都市計画の変更案の縦覧場所 

北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市都市戦略局計画部都市計画課 

４ 縦覧期間 

  この公告の日から令和７年１２月１９日まで（日曜日及び土曜日を除く。

）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

５ 意見書の提出要領 

  当該都市計画の変更案について意見書を提出しようとする者は、意見をで

きるだけ具体的に記載した文書を、令和７年１２月１９日までに上記縦覧場

所に到着するように提出すること。 

 

条 例  
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北九州市公告第８３３号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和７年１２月５日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 物品等の名称及び予定数量 

  白灯油（１２月分） １４キロリットル 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市技術監理局契約部契約課 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和７年１１月２１日 

４ 落札者の名称及び住所 

  株式会社ワシダ 

  北九州市八幡東区枝光本町３番１号 

５ 落札金額 

  １キロリットル当たりの金額９万５００円に当該金額の１００分の１０に 

相当する金額を加算した金額 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和７年１０月１０日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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北九州市公告第８３４号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和７年１２月５日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 物品等の名称及び予定数量 

  軽油（軽油引取税免税・１２月分） ２８，６００リットル 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市技術監理局契約部契約課 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和７年１１月２１日 

４ 落札者の名称及び住所 

  日吉化学工業株式会社 

  北九州市若松区藤ノ木三丁目２番３９号 

５ 落札金額 

  １リットル当たりの金額１６１円に当該金額の１００分の１０に相当する 

金額を加算した金額 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和７年１０月１０日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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北九州市選挙管理委員会告示第２４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による各種請求、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定による教

育長又は委員の解職請求並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年

法律第５９号）の規定による合併協議会設置の請求及び合併協議会設置の投票

の請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりである。 

  令和７年１２月５日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 新 上 健 一 

１ 地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及び第７５条第

１項（市の事務の監査の請求）並びに市町村の合併の特例に関する法律第４

条第１項（合併協議会設置の請求）及び第５条第１項（同一請求関係市町村

の長に対する合併協議会設置の請求）に規定する選挙権を有する者の５０分

の１の数 

  １万５，２７６人 

２ 地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求）、第８１条第１項（市長

の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長、選挙管理委員（市の選挙管理

委員に限る。）又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教育長又は委員の解職の請求

）に規定する選挙権を有する者の４０万を超える数に６分の１を乗じて得た

数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 

  １９万３，９６０人 

３ 地方自治法第８０条第１項（議会の議員の解職の請求）及び第８６条第１

項（選挙管理委員（区の選挙管理委員に限る。）の解職の請求）に規定する

選挙権を有する者の３分の１の数 

  門司区   ２万５，７１５人 

  小倉北区 ４万９，７５５人 

  小倉南区 ５万６，７１０人 

  若松区  ２万１，６７０人 

  八幡東区 １万７，４６６人 

  八幡西区 ６万７，８９０人 

  戸畑区  １万５，３８２人 

４ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求市町村の選挙

管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）及び第５条第１５項

（合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置
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協議の投票の請求）に規定する選挙権を有する者の６分の１の数 

  １２万７，２９４人 

11


